
高砂市高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、所在不明になるおそれのある認知症高齢者等を地域の支援を得て早期に発見すること

ができるようにするため、関係機関の協力連携体制を構築することにより、高齢者の安全と家族等への支

援を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク事業」（以下「ＳＯＳネットワーク事

業」という。）とは、認知症高齢者等が徘徊により所在不明となった場合に、迅速な捜索に協力が得られ

る関係機関及び協力者等との連携によって、当該認知症高齢者等の早期発見を目的としたシステムのこと

をいう。 

 （実施機関等） 

第３条 ＳＯＳネットワーク事業の実施機関は、高砂市（以下「市」という。）とする。ただし、業務の一

部については、委託することができる。 

２ ＳＯＳネットワーク事業の関係機関は、高砂警察署（以下「警察署」という。）、高砂市地域包括支援セ 

ンター及び加古川健康福祉事務所とする。 

３ ＳＯＳネットワーク事業の協力者等は、ＳＯＳネットワーク事業の趣旨を理解し、協力を申し出て登録 

をした事業者、団体及び住民等とする。 

 （対象者） 

第４条 ＳＯＳネットワーク事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、市内に住所を有する者の

うち、所在不明になるおそれがあるなど日常生活を営む上で常時注意が必要な状態にある者で、次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

（１） おおむね65歳以上の認知症高齢者 

（２） その他市長が特に必要と認める者 

 （事業の内容） 

第５条 ＳＯＳネットワーク事業の内容は、次に掲げるものとする。 

（１） 対象者の事前登録の運用 

（２） 実施機関、関係機関及び協力者等による緊急連絡体制及び支援体制の構築 

（３） 所在不明時の捜索体制の構築 

（４） 認知症高齢者等に対する近隣の協力者による日常的な見守り 

（５） 実施機関及び協力者等による訓練の実施 

（６） その他事業の普及啓発等 

 （事前登録） 

第６条 ＳＯＳネットワーク事業による支援を希望する対象者又はその家族等は、高砂市高齢者等見守り・

ＳＯＳネットワーク登録届出書兼高砂市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書（様式第１号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、高砂市高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク登録届出書兼高砂市認知症高齢者等個人賠償責任

保険加入申請書の提出があった場合において、対象者として適当と認めたときは、当該対象者をＳＯＳネ

ットワーク事業に登録するもの（以下「登録者」という。）とし、高砂市高齢者等見守り・ＳＯＳネット

ワーク登録通知書兼高砂市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書（様式第２号）により前

項の規定による届出をした者（以下「届出者」という。）に通知するものとする。 

３ 市長は、高砂市高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク登録届出書兼高砂市認知症高齢者等個人賠償責任

保険加入申請書の提出があったときは、その写しを交付することにより、登録者の情報を関係機関に対し

通知することができる。 

 （登録変更・取消届） 

第７条 届出者は、登録者について、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、高砂市高齢者等見

守り・ＳＯＳネットワーク兼高砂市認知症高齢者等個人賠償責任保険（変更・脱退）届（様式第３号）を



市長に提出しなければならない。 

（１） 登録者の住所、氏名又は電話番号 

（２） 登録者の身体の状況の大きな変化 

（３） 緊急連絡先の者の氏名、住所又は電話番号 

 （登録の取消し） 

第８条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、高砂市高齢者等見守り・ＳＯＳネットワ

ーク登録取消通知書兼高砂市認知症高齢者等個人賠償責任保険取消通知書（様式第４号）により登録の取

消しを通知するものとする。 

（１） 対象者の要件に該当しなくなったとき。 

（２） 登録の取消しの申出があったとき。 

（３） その他市長が登録を必要でないと認めたとき。 

（協力者等の登録）  

第９条 ＳＯＳネットワーク事業に協力しようとする者は、高砂市高齢者等見守り・ＳＯＳネットワークメ

ール等配信システムに登録するものとする。  

２ ＳＯＳネットワーク事業に協力しようとする事業者及び団体は、高砂市高齢者等見守り・ＳＯＳネット

ワーク事業協力事業者等登録届出書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（関係機関及び協力者等との連携等） 

第10条 市長は、ＳＯＳネットワーク事業の業務について関係機関及び協力者等と密接な連携及び協力関

係を保つとともに、登録者の所在不明時には、警察署と連携を図るものとする。 

 （所在不明時の措置） 

第11条 登録者の所在が不明になったときは、登録者の親族、介護支援専門員、民生委員等（以下「関係

者等」という。）は、所在不明による行方不明者届の届出（行方不明者発見活動に関する規則（平成21年

国家公安委員会規則第13号）第6条に規定する届出をいう。（以下「行方不明者届の届出」という。））を

警察署に対し行うものとする。 

２ 警察署は、登録者について行方不明者届の届出を受けたときは、関係者等に対してＳＯＳネットワーク

事業の情報を提供することができる。 

３ 関係者等は、行方不明者届の届出を警察署に行ったときは、市長に支援を依頼することができる。 

４ 市長は、前項の規定により支援の依頼を受けたときは、ＳＯＳネットワーク事業を構成する関係機関及

び協力者等に情報を提供し、支援を依頼するものとする。 

５ 市長は、登録者の発見等により支援の依頼が終結したときは、関係機関及び協力者等に対し、終結を報

告するものとする。 

６ 第６条の規定による登録がされていない者について関係者等から所在不明の連絡があった場合は、同条

第１項に規定する手続を行ったときに、当該登録がされた者として第４項に規定する対応ができるものと

する。 

 （近隣の協力者の見守り） 

第12条 近隣の協力者は、登録者について届出者による申出により、見守り活動を実施するものとする。 

２ 前項の規定による見守り活動は、協力者等に対し見守り義務を課すものではない。 

 （個人情報の取扱い） 

第13条 ＳＯＳネットワーク事業の実施機関、関係機関及び協力者等は、ＳＯＳネットワーク事業に係る個

人情報の取扱いについては、高砂市個人情報保護条例（平成12年高砂市条例第34号）の規定を遵守し、

特に慎重に取り扱わなければならない。 

 （連絡会議） 

第14条 市長は、ＳＯＳネットワーク事業を円滑に運営するため、必要に応じ実施機関、関係機関及び協

力者等による連絡会議を開催することができる。 

 （市外の者への協力要請） 

第15条 市長は、必要に応じ、他の市町村、都道府県その他市外の者に第11条に規定する所在不明時の措

置について協力依頼をすることができる。 



 （補則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、ＳＯＳネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


